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海上交通安全対策の今後の方向

―第８次交通安全基本計画より―

１　基本的考え方

　一たび海難が発生すれば，わが国の経済活動や自然環境に計り知れない影響を及ぼす可能性があるほか，

尊い人命を失うことにもつながりかねないことから，海難の発生を未然に防止することを第一とし，海難

が発生した場合でも，乗船者等の迅速かつ的確な捜索救助・救急活動を行い，海難等のない社会を目指し

た海上交通の安全対策を強力に推進する必要がある。

２　目標

　○　ふくそう海域における航路を閉塞するような大規模海難の発生を防止し，その発生数をゼロとする。

　○　平成22年までに年間の海難及び船舶からの海中転落による死者・行方不明者数を220人以下とするこ

とを目指す。

３　対策

　（1）　視点

　　　海難防止のための諸施策を推進するとともに，沿岸海域における迅速かつ的確な人命救助体制の充

実・強化等，より効果的な施策を強力に推進する必要がある。

　（2）　講じようとする施策

　　①　海上交通環境の整備

　　　　船舶の大型化，高速化，海域利用の多様化，海上交通の複雑化等を踏まえ，船舶の安全かつ円滑

な航行，港湾における安全性を確保するため，航路，港湾，漁港，航路標識等の整備を推進すると

ともに，海図，水路誌等の安全に関する情報の充実及びITを活用した情報提供体制の整備を図る。

　　②　海上交通の安全に関する知識の普及

　　　　海事関係者のみならず，マリンレジャー愛好者，さらには広く国民一人一人の海難防止に関する

意識を高めるため，あらゆる機会を通じて，海難防止思想の普及に努める。

　　　　さらに，各種船舶の特性や海難の実態に即したより具体的，より効果的な安全指導を行う。

　　③　船舶の安全な運航の確保

　　　　海事関係者の知識・技能の維持向上や安全な運航に係る体制を確立することにより，船舶の運航

面からの安全の確保を図る。また，国際的な協力体制の下，我が国に寄港する外国船舶の乗組員の

資格要件等に関する監督を推進する。これらに加えて，経営トップから現場まで一丸となった安全

管理の態勢の構築を推進するとともに，その確認を国が行う「安全マネジメント評価」の仕組みを

導入する。

　　④　船舶の安全性の確保

　　　　船舶の安全性を確保するため，国際的な協力体制の下，船舶の構造，設備，危険物の海上輸送及

び安全管理システム等に関する基準の整備並びに検査体制の充実を図るとともに，我が国に寄港す

る外国船舶の構造・設備等に関する監督を推進する。さらに，ユニバーサルデザインの観点も考慮

した必要な対策を講ずる。

　　⑤　小型船舶等の安全対策の充実

　　　　海難全体の大半を占める小型船舶等による海難の防止を図るため，マリンレジャー愛好者，漁業

関係者が自ら安全意識を高めることに加え，安全に運航できる環境の整備及び救助体制の強化を図

る。
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　　　　さらに，船員災害防止基本計画及び船員災害防止実施計画に基づき，高年齢船員や漁船等の死傷

災害防止対策を推進する。

　　⑥　海上交通に関する法秩序の維持

　　　　海上交通のふくそうする航路等における航法に関する指導取締りの強化及び海難の発生に結び付

くおそれのある事犯に関する指導取締りの実施に加え，特に海上輸送やマリンレジャー活動が活発

化する時期等には，指導取締りを強化し，海上交通に関する法秩序の維持を図る。

　　⑦　救助・救急活動の充実

　　　　海難情報の早期入手，精度の高い漂流予測，救助勢力の早期投入，捜索救助･救急救命能力の強化

等を図るため，ヘリコプターの機動性，高速性等を活用した機動救難体制の拡充によるリスポンス

タイムの短縮，救急救命士による高度な救急救命体制の充実等救助・救急活動の充実を図る。

　　⑧　被害者支援の推進

　　　　船舶の事故により，旅客，第三者等に与えた損害に関する船主等の賠償責任に関し，損害水準の

変動等を勘案して適正化を図るとともに，保険契約締結命令の適用範囲の拡大に伴い，関係者への

周知徹底及び保険契約締結の充実強化を図る。

　　　　また，特に，大規模事故が発生した場合に，海上保

安庁，警察，医療機関，地方公共団体，民間の被害者

支援団体等が連携を図り，被害者を支援する。

　　⑨　研究開発及び調査研究の充実

　　　　海上交通の安全に関する研究開発及び海難原因究明

のための総合的な調査研究を推進し，その成果を速や

かに安全対策に反映させることにより，海上交通の安

全の確保を図る。
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